
※ 特に記載のないものは市外局番「 」です。

問い合わせ

問い合わせ

　大阪マラソンは、3万人のランナーが大阪の名所を駆け抜ける国内最大級の市民マラソンです。また、
沿道や大阪マラソンEXPOでは楽しい企画も満載です。当日は長時間にわたって大規模な交通規制が行
われ、ご不便をおかけしますが、安全な大会運営のためご協力をお願いします。
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梅田新道・梅新東から大江橋南詰も通行止となります
国道1号・2号

チャレンジラン
FINISH（大阪市役所）
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通行可

高架部分通行可

高架部分通行可

アンダーパス通行可

：

START

城見通

北行き車線は通行可能
南行き車線は一部車両の通行が規制されます。

通行止

通行推奨ルート
マラソンコース
（通行止）
面的規制

□凡  例

※阪神高速道路1号環状線及び15号堺線（堺
　方面行き）の湊町出口はご利用いただけます。

阪神高速道路の一部出入口も規制
されます。（おおむねの規制時間）

×高津入口
［15号堺線・1号環状線］8:40～11:00
×湊町出入口
［1号環状線入口・湊町・なにわ筋方面出口］
9:05～13:30
×汐見橋入口
［15号堺線・堺方面入口］9:15～13:30
×南港中出口
［南港方面］9:45～16:15

※ ：全車線の車両の通行が規制されます。　　 ：矢印方向の車両の通行が規制されます。　　 ：一部車線の車両の通行が規制されます。

通行止区間（コース） 通行止区間（コース）規制内容
大阪府庁周辺（スタート付近）
① 城　南
② 森ノ宮駅前
③ 下味原
⑤ 大江橋南詰
⑦ 淀屋橋
④ 日本橋1
⑧ 新　橋
⑨ 難　波
⑨ 難　波
⑪ 元町2

② 森ノ宮駅前
③ 下味原
④ 日本橋1
⑥ 片　町
⑧ 新　橋
⑨ 難　波
⑨ 難　波
⑩ 伯楽橋西詰
⑪ 元町2
⑫ 大 国

7:30～10:00
8:40～10:15
8:40～10:15
8:40～11:00
8:40～12:20
8:40～12:45
8:40～13:30
8:40～13:30
9:15～13:30
9:25～14:00
9:25～14:00

⑬ 恵美須
⑭ 塩草2
⑯ 玉　出
⑯ 玉　出
⑱ 住之江公園前
⑲ 南港東2
⑳ 南港大橋北詰
㉑ 南港東8
㉑ 南港東8
㉒ 大阪府咲洲庁舎北
※梅田新道・梅新東

⑭ 塩草2
⑮ 今宮工科高校南東
⑮ 今宮工科高校南東
⑰ 北加賀屋
⑰ 北加賀屋
⑱ 住之江公園前
⑲ 南港東2
⑳ 南港大橋北詰
㉒ 大阪府咲洲庁舎北
インテックス大阪（フィニッシュ）
⑤ 大江橋南詰

9:25～14:00
9:25～14:15
9:35～14:30
9:35～14:50
9:35～14:50
9:45～15:30
9:45～15:45
9:55～16:00
9:55～16:30
9:55～16:30
8:40～12:20

規制時間（おおむね） 規制内容 規制時間（おおむね）

交通規制にご協力を
お願いします

　下記の道路および高速道路
出入口で、車両の通行禁止、自
転車・歩行者の通行が制限され
ます（自転車・歩行者もコース
の横断はできません）。

大阪マラソン組織委員会事務局
（交通規制お問合せデスク）

または大阪府警察　
（代表）

面的規制
両方向
両方向
西 行き
両方向
全　面
西 行き
全　面
両方向
全　面
南 行き

両方向
両方向
北 行き
西 行き
北 行き
東 行き
南行車線規制
南 行 き
両 方向
両方向
全　面

安全で安心なまちづくりに向けて

　警察と連携を図りながら、制服を着用した
巡視員の街頭犯罪抑止チーム（１２０名）を8月
から集中投入し、見せる警戒として、夜間を中
心にパトロールを実施しています。各区の犯
罪発生状況に応じた人員を配置し、繁華街の
あるエリアを重点的に巡回しており、市民の
方から「頑張ってください」と激励の声をかけ
ていただくこともあります。
　今後も、皆さんの期待に応え、パトロールを
通じてより安全・安心なまちとなるよう努めて
まいります。

違るけおに」域区止禁「、りよ日１月０１
反者への罰則規定（５万円以下の過料）
が施行されました。通行量が多く、客引
きの問題が深刻となっている場所につ
いて、道路（商店街等）の一定区域を
「禁止区域」として指定し、一切の客引
き行為等を原則禁止します。
「禁止区域」については、市民の皆さん
からの意見募集の結果をふまえ、今後指
定していきます。

街頭犯罪抑止チームが各地域で活動中
客引き行為等の適正化に
関する条例について

市民局地域安全グループ　 ６２０８-７３１７　 ６２０２-７０７３問い合わせ

パトロールに向かう巡視員

問い合わせ

規制時間
7：30～16：30頃
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